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平 成 ２ ８ 年 第 ８ 回
箕面市教育委員会定例会会議録

１．日 時 平成２８年８月９日（火） 午後１時３０分

１．場 所 箕面市役所 本館３階 委員会室

１．出席委員 委 員 長 山 元 行 博 君

委 員 長 職 務 代 理 者 髙 野 敦 子 君

委 員 大 橋 亜由美 君

委 員 中 享 子 君

委 員 （ 教 育 長 ） 具 田 利 男 君

１．付議案件説明者

子ども未来創造局長 千 葉 亜紀子 君

子 ど も 未 来 創 造 局

担 当 部 長 樋 口 弘 造 君

子 ど も 未 来 創 造 局

担 当 部 長 木 村 均 君

子 ど も 未 来 創 造 局

担 当 部 長 浜 田 徳 美 君

子 ど も 未 来 創 造 局

副部長兼担当副部長 岡 裕 美 君

子ども未来創造局副理事 半 沢 芳 寛 君

学 校 教 育 室 長 石 橋 充 久 君

子 ど も 未 来 創 造 局

担 当 副 部 長 小 西 敏 広 君

子ども未来創造局副理事 河 原 弘 明 君

教 育 政 策 室 長 村 中 慶 三 君

教育政策室担当室長 久 野 由 紀 君

教 職 員 人 事 室 長 巣 組 悦 子 君

教職員人事室担当室長 岡 一 夫 君

人 権 施 策 課 長 柴 田 大 君



人権施策課担当室長

兼学校教育室担当室長 奥 田 勝 久 君

男 女 協 働 ・ 家 庭 支 援 室 長 江 口 寛 君

学 校 施 設 管 理 室 長 西 田 昭 浩 君

青 少 年 育 成 室 長 荻 野 知 崇 君

学 校 給 食 室 長 野 澤 昌 弘 君

学校給食室担当室長 佐 治 功 君

幼 児 教 育 保 育 室 長

兼広域幼児育成課長 今 中 美 穂 君

子どもすこやか室長 山 田 睦 美 君

子ども成長見守り室長 松 澤 ひとみ 君

文 化 国 際 室 長 一 階 世志明 君

天 然 記 念 物 室 長 岩 永 幸 博 君

中 央 図 書 館 長 大 迫 美恵子 君

保 健 ス ポ ー ツ 課 長 山 本 学 君

保健スポーツ課担当室長 中 井 正 美 君

１．出席事務局職員

教 育 政 策 室 参 事 乾 敬一朗 君

教 育 政 策 室 巣 組 裕 子 君



１．議事日程

日程第 １ 会議録署名委員の指定

日程第 ２ 平成２７年度箕面市教育委員会活動の点検及び評価に関する報

告の件

日程第 ３ 箕面市立図書館協議会委員解職及び任命の件

日程第 ４ 箕面市要保護児童対策協議会設置要綱等改正の件

日程第 ５ 箕面市立青少年教学の森野外活動センター指定管理者候補者選

定委員会設置要綱改正の件

日程第 ６ 箕面市教育委員会人事発令の件

日程第 ７ 箕面市教育委員会会議録の承認を求める件

日程第 ８ 教育長報告

追加議案第 １ 平成２９年度（２０１７年度）使用箕面市立学校用教科用

図書採択の件

（午後１時３０分開会）

◯委員長（山元行博君） ： ただ今から、平成２８年第８回箕面市教育委員会

定例会を開催いたします。議事に先立ちまして、事務局から「諸般の報告」

をしていただきます。

（事務局報告）

◯委員長（山元行博君） ： ただ今の報告どおり、本日の出席委員は５名で本

委員会は成立いたしました。

◯委員長（山元行博君） ： それでは、日程第１「会議録署名委員の指定」を

行います。本日の会議録署名委員は、箕面市教育委員会会議規則第４条第２

項の規定に基づき、委員長において具田委員を指定いたします。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、日程第２、議案第５６号「平成２７年度箕

面市教育委員会活動の点検及び評価に関する報告の件」を議題といたします。

議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２６条第１項において、教育委員会はその権限に属する事務の

管理及び執行の状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書

を作成し、議会に提出するとともに公表することと規定されていることから、

平成２７年度箕面市教育委員会活動の総括を箕面市教育委員会活動評価委員

３名にお示しし、教育委員会委員との意見交換を経て、教育委員会活動の点

検及び評価にかかる意見書にまとめていただきましたので、これらを市議会

に報告するため提案するものです。本会議でご承認いただきましたら、来る



９月６日から開会予定の平成２８年第３回箕面市議会定例会へ報告する予定

としております。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

○教育長（具田利男君） ： 教育委員会活動について、３人の評価委員さんよ

りそれぞれご意見を頂きました。８点の意見には、総じてよく頑張っている

という評価のほか、事業の実践内容の情報発信方法には改善の余地があり、

わかりやすく伝えるために工夫が必要であるという指摘がありました。頂い

た意見を踏まえ、今年度の事業の改善に繋げたいと思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

◯委員長（山元行博君） ： ほかに、何かご意見等ありますでしょうか。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、議案第５６号を採決いたしま

す。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり

可決されました。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、日程第３、議案第５７号「箕面市立図書館

協議会委員解職及び任命の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、

提案理由を子ども未来創造局中央図書館長に求めます。

○子ども未来創造局中央図書館長 ： 本件は箕面市立図書館協議会委員のうち、

箕面私立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会より選出された委員から辞職願いが提出さ

れたので、これを承認のうえ解職し、その後任として新たな委員を任命する

必要が生じましたので、図書館法第１５条及び箕面市立図書館協議会設置条

例第２条の規定に基づき提案するものです。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、議案第５７号を採決いたしま

す。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり

可決されました。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、日程第４、報告第４５号「箕面市要保護児

童対策協議会設置要綱等改正の件」及び日程第５、報告第４６号「箕面市立

青少年教学の森野外活動センター指定管理者候補者選定委員会設置要綱改正

の件」は関連案件ですので、一括して審議することといたしてよろしいか。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、一括して審議する

ことといたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創造局教育

政策室長に求めます。



○子ども未来創造局教育政策室長 ： これらの案件につきましては、箕面市教

育委員会事務局組織及び事務分掌規則の改正に伴い関係規定を整理するため、

箕面市要保護児童対策協議会設置要綱ほか６件の要綱の改正を行う必要が生

じましたが、委員長において教育委員会会議を招集する時間的余裕がないと

お認めいただき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２５条第１項

及び箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条第１項の規定によ

り、教育長が臨時に代理しましたので、同規則第３条第２項の規定により、

報告するものです。まず、報告第４５号は、箕面市要保護児童対策協議会設

置要綱、箕面市養育支援訪問事業実施要綱、箕面市早期療育事業推進会議設

置要綱、箕面市支援保育実施要綱及び箕面市幼稚園支援教育実施要綱の５件

の訓令による要綱につきまして、箕面市教育委員会事務局組織及び事務分掌

規則の改正に伴い、組織名及び役職名等を改めるものです。次に、報告第４

６号は、１件の訓達による要綱につきまして、箕面市教育委員会事務局組織

及び事務分掌規則の改正に伴い、組織名を改めるものです。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、報告第４５号及び報告第４６

号を採決いたします。本件を報告どおり承認することにご異議ございません

か。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どおり

承認されました。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、日程第６、報告第４７号「箕面市教育委員

会人事発令の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子

ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、採用、復職、分限休職に伴い発

令する必要が生じましたが、委員長において教育委員会会議を招集する時間

的余裕がないとお認めいただき、地方教育行政の組織及び運営に関する法律

第２５条第１項並びに箕面市教育委員会教育長に対する事務委任規則第３条

第１項の規定により、教育長が臨時に代理しましたので、同規則第３条第２

項の規定により、報告するものです。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、報告第４７号を採決いたしま

す。本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どおり

承認されました。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、日程第７、報告第４８号「箕面市教育委員



会会議録の承認を求める件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提

案理由を子ども未来創造局教育政策室長に求めます。

○子ども未来創造局教育政策室長 ： 本件は、去る７月２１日に開催されまし

た平成２８年第７回箕面市教育委員会定例会の会議録を作成しましたので、

箕面市教育委員会会議規則第４条の規定により提案するものです。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、報告第４８号を採決いたしま

す。本件を報告どおり承認することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は報告どおり

承認されました。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、日程第８「教育長報告」を議題といたしま

す。教育長に報告を求めます。

○教育長（具田利男君） ： まず教育委員さんの活動についてご報告いたしま

す。７月１日に、社会を明るくする運動の統一活動に、早朝からご参加いた

だきました。７日には、先ほど議案となりました教育委員会活動評価委員さ

んとの懇談がありました。先ほどコメントしたとおり、色々とご意見を頂い

ております。次に、私の活動についてご報告いたします。２２日に、大阪府

都市教育長協議会夏季研修会がありました。内容は、大阪府や文部科学省へ

の要望書のとりまとめを２回かけて行うもので、この日は１回目の研修会で

した。２回目の研修会は８月にありますので、ここでまとめていきたいと思

います。同じ２２日に、大阪教育大学合同拡大連携協議会がありました。こ

の協議会では、大阪教育大学と人事権を持っている大阪府、大阪市、堺市と

豊能地区の３市２町の教育長が集まり、教員養成大学の大阪の柱である大阪

教育大学との意見交換を行いました。２９日には、全国コミュニティ・スク

ール研究大会が秋田県由利本荘市であり、出席しました。箕面市ではコミュ

ニティ・スクールは実施しておらず、学校協議会、学校協議会委員という形

で地域のかたに関わっていただいています。コミュニティ・スクールは、さ

らに積極的に地域のかたに学校経営に関わってもらう制度で、教育委員会だ

けでなく、非常に熱心な地域のかたがたも集まられ、意見交換をさせていた

だきました。また我々も研究していきたいと思っています。６日の校長経営

会議では、第２回中学生イングリッシュ・エクスプレッション・コンテスト

の秋の開催について、説明をしました。このコンテストについては、今後、

内容についてご説明し、委員さんのご意見を頂きたいと思います。最後に、

２日、９日には、第２６回箕面手づくり紙芝居コンクールがあり、９日は朝

から夕方まで紙芝居の実演があり、審査をしました。たくさんのかたが参加

され、熱演していただきました。



◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、次に、追加議案第１、議案第

５８号「平成２９年度（２０１７年度）使用箕面市立学校用教科用図書採択

の件」を議題といたします。議案の朗読を省略し、提案理由を子ども未来創

造局学校教育室長に求めます。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 本件は、地方教育行政の組織及び運営に

関する法律第２１条第６号並びに義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に

関する法律第１４条及び同法施行令第１４条第１項の規定により、提案する

ものです。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、議案第５８号を採決いたしま

す。本件を原案どおり可決することにご異議ございませんか。

（“異議なし”の声あり）

◯委員長（山元行博君） ： 異議なしと認めます。よって、本件は原案どおり

可決されました。

◯委員長（山元行博君） ： 次に、各委員から教育行政に係ることで、何かご

意見等ありますでしょうか。

◯委員長（山元行博君） ： ないようですので、他に事務局から「その他、教

育行政に係る報告」があれば、申出を受けますが、いかがですか。

○子ども未来創造局幼児教育保育室長 ： 第３回保育施設設置・運営主体公募

にかかる選定事務の状況につきまして、ご報告させていただきます。平成２

８年５月３０日から６月３０日までの１ヶ月間において、第３次の保育施設

設置・運営主体の公募を実施いたしました。この公募に関し、２法人から３

施設の申込みがあり、現在選定事務を進めております。その内容について、

詳しくご報告させていただきます。まず、２法人のうち１法人は、株式会社

セリオという、本社は大阪市北区にある法人です。事業の内容は、保育園の

運営、学童保育室等放課後教室の運営、就労支援事業等を実施しています。

現在の状況は、全国で認可保育所を８園、学童保育室等をおおむね２００室、

運営しています。今回、この株式会社セリオから、２施設について提案を頂

いております。１施設目は、平成２９年１０月１日開設予定で、開設予定場

所は箕面市彩都粟生南二丁目です。定員は８０名、対象年齢は生後５７日以

降から５歳児までで、彩都粟生南２丁目に２階建ての園舎を新築予定となっ

ております。保育所の開設時間は、彩都という地域に配慮し、午前７時から

午後７時半までの１２時間半保育となっています。また、アレルギーに対応

した自園調理、支援の必要な子どもの受入れ等について、提案を頂いており

ます。２施設目も、開設予定日は同じく平成２９年１０月１日で、設置予定

場所は箕面市今宮三丁目で、阪急バス箕面墓地公園停留所から徒歩５分の場



所です。定員、対象年齢は１施設目と同じで、２階建ての園舎を新築予定と

なっております。今宮の提案は、土地が非常に広いため、その土地を二分し、

経営する主体は別法人となるのですが、保育施設と高齢者施設を同敷地内に

建設する予定です。両施設が開設された後には、異年齢交流を大切にした保

育の実施が提案内容となっております。２法人目は、株式会社ワークプロジ

ェクトで、本社は大阪市中央区にあります。この法人は、保育所の運営、人

材派遣、人材紹介、育児支援ヘルパー派遣等を行っています。現在の実績と

しましては、認可保育施設、主に小規模の保育施設３ヶ所を大阪府下で運営

しておられます。今回の提案は、平成２９年の４月１日開設予定で、設置予

定場所は箕面市彩都粟生南二丁目です。既存マンション５階建ての１階部分

を全て使い、１階の緑地スペースは乳児庭として整備したいという提案にな

っております。定員規模は３０名で、受入れ対象児童年齢は生後５７日以降

から２歳児、いわゆる乳児型保育施設です。この既存マンションの１階の内

装を改修した上で、来年の４月には開設する予定になっております。こちら

は、アレルギーに対応した自園調理、彩都という子育て世帯が非常に多い地

域ということもあり、一時保育を実施し、支援の必要な児童の受入れもして

いきたいという提案内容となっております。以上が２法人３施設の応募の内

容になります。平成２８年７月末に、箕面市子ども・子育て会議児童福祉部

会において、選定会議と、応募法人が運営する保育施設の視察を終え、現時

点で保育施設設置・運営主体としておおむね良好との見解を頂いております。

本来でしたら本日の議案として決定に関する議論を頂くことも検討いたしま

したが、この３施設ともに、応募にあたり事前に地域の自治会長・地域住民

に一定のご説明はされているものの、今後の円滑な保育所の開設に向け、よ

り丁寧な対応が必要なのではないかということで、現在地域住民を対象とし

た説明会の開催に向け、調整していただいているところです。つきましては、

この説明会の結果を踏まえた上で、今後の選定事務を進めていきたいと考え

ております。以上、ご報告させていただきます。

◯委員長（山元行博君） ： ご質問、ご意見をお受けいたします。

◯委員（中享子君） ： 待機児童ゼロを目指すという点で、保育施設の設置は

必ず必要であると思います。しかし、保育所に通われるお子さんは小さいた

め、送迎が自転車、車のケースが多く、このことが近隣のかたの生活道路に

影響を及ぼすことがあると思います。法人に対して、道路の安全や送迎の対

応についての確認や、車を停車したままにしない等の説明をきちんと行い、

近隣の方々への説明会では、丁寧な説明をしていただきたいと思います。

○委員（髙野敦子君） ： 今回設置を予定している場所は住宅地の中ですので、

私が懸念するのは、保育所に子どもを送り届ける時間と周辺の小学生の通学

時間が重なる場合が出てくる点です。特に、保育所周辺道路が通学路と重な



ってしまう場合等が心配されますので、安全の確保については法人の方にも

十分にお願いをして欲しいと思いますし、先ほどもありましたように、説明

会でも丁寧に説明していただきたいと思います。今後の待機児童対策のため

にも、新たな保育所が円滑に整備されるように、よろしくお願いします。

○子ども未来創造局幼児教育保育室長 ： 駐車場をいかに確保していくかとい

うことや、特に今宮の予定地は、国道から一本南側に入った車の行き違いが

しづらい細い道なので、懸念しているところです。今後の説明会にあたって

は、きちんと地域の方のご意見をお聞きし、対応を検討していただくという

ことと、保護者の送迎時には、対応するガードマンの配置が必要だと考えて

おり、ガードマン配置を条件とすること等、対応していきたいと思います。

○子ども未来創造局担当部長 ： 少し補足をさせていただきます。特に送迎の

問題については、現在ある保育園においても問題が起こっております。今回

の３施設につきましても、児童福祉部会で委員さんから同様の指摘があり、

両法人とも「この点について慎重に対応していきたい。なぜなら、保育所と

いうものはこれから何十年も地域の中でお世話になる施設なので、地域と共

に施設として育っていきたい」というお考えをお話されていましたので、そ

の点については、今申し上げたガードマンの配置も含め、今後、法人と協議

していきたいと思っております。加えて、既存の保育園につきましても同じ

ような課題がありますので、同じく各法人と必要に応じた手立てを講じてい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○委員長（山元行博君） ： 保育所の設置については、テレビのニュース等で

混乱の場面を多く目にします。保育所を作るのが大変であることは重々にわ

かっているつもりなのですが、先ほど事務局から、近隣の方々にもきちんと

説明をしていくという説明があり、方向性は了承致しました。また経過、結

果等を含めて、次回以降の教育委員会会議で報告をよろしくお願いします。

○委員長（山元行博君） ： ほかに、報告があれば申出を受けますが、いかが

ですか。

○子ども未来創造局学校教育室長 ： 文部科学省の所管である国立教育政策研

究所による、教員配置プロジェクトにおける箕面子どもステップアップ調査

との連携についての内容をご報告します。過日、国立教育政策研究所から学

級規模、指導体制等が子どもの学力等の伸びに与える影響の調査検証をする

ために、箕面子どもステップアップ調査を活用したいという依頼がありまし

た。文部科学省が行う学校教育環境に関するデータや教育政策の成果及び費

用、背景にある教育環境を総合的に考慮した予算要求に活用するもので、文

部科学省が人的な予算要求におけるエビデンスにしたいというものでござい

ます。本市教育委員会といたしましては、趣旨に賛同し協力したいと考えて

おりますが、この件につきまして、教育委員会のご意見等ございましたらお




